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教員給与は適正に優遇されているのか 
～教員の働き方改革の論じ方～ 

 

 

上 林 陽 治 

 

 

 はじめに～本稿の問題意識 

 

 公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進することを趣旨として、「公立の義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以下、「給特法」という）の

一部改正法が、第200回臨時国会において成立し、2019年12月11日、法律72号として公布

された。 

 同法の改正内容は、教員の長時間労働を縮減するための措置として、２点の方策を講じ

ようとするものである。 

 第１が、学期中の業務の縮減に加え、公立学校の教師については、夏休みに集中して休

日を確保することが可能となるよう、地方公共団体の判断により、１年単位の変形労働時

間制の適用を可能とする（第５条関係、施行日は2021年４月１日）。 

 第２が、公立学校の教師が所定の勤務時間外に行う業務の多くが、超過勤務命令によら

ないものであることを踏まえ、文部科学大臣が、教育職員の業務量の適切な管理等に関す

る指針を定めるものとする（第７条関係、施行日は2020年４月１日）。 

 改正給特法における上記の措置に関しては、批判が多い。とりわけ、教員の働き方改革

を論じる場合、時間外手当を不支給とし、結果的に不払い労働を助長することになってき

た教職調整額を維持したままとしたことに批判が集中している(１)。 

 確かに公立小中学校の教員の労働時間は過労死レベルである。文部科学省の調査(２)に

よると、2016年度の中学校教諭の平均週勤務時間は63時間18分で、一般行政職の通常の週

 

(１) たとえば、藤川信治「労働組合の立場から見た教員の働き方改革」『季刊労働法』（266）

2019年秋季、70頁以下 

(２) 「教員勤務実態調査（平成28年度）の集計（速報値）について」（文部科学省「学校におけ

る働き方改革特別部会」（平成29年７月11日）資料２－２） 
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勤務時間である38時間45分を基準として計算すると週平均残業時間は24.8時間で、「過労

死ライン」に達する週20時間以上の残業をした教諭が６割近くを占めていた。また小学校

教諭でも１週間当たりの勤務時間は57時間25分で、同様に週平均残業時間は18.97時間、

過労死ラインに達する20時間以上の残業をした教員は全体の33.5％に及んでいた。 

 上記の残業時間に時間外手当が支払われているとすると、小中学校の教員の平均時間単

価2,517円(３)×1.25（勤務日の割増率）×残業時間数なので、月に中学校教諭に支払われ

るべき時間外手当は78,027円、小学校教諭で59,684円となる(４)。 

 これに対し、時間外手当不支給の代替措置といわれる教職調整額は、給料の月額の４％

なので、2016年の小中学校教諭の平均の給料の月額である362,806円×0.04＝14,512円に

過ぎない。したがって、中学校教諭で月63,515円、年間で762,180円、小学校教諭で月

45,172円、年間542,064円が不払い労働となっている。 

 このようなことから教職調整額は、教員をして「定額働かせ放題｣(５)にしてきたと揶揄

されている。 

 だが教員の過労死レベルの長時間労働が放置されているのは、教職調整額が直接影響し

ているわけではなく、労働基準法等に規定される労働時間規制を適用除外にしているから

である。教職調整額については、時間外手当や休日手当不払いの代替措置という意味合い

よりも、「時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとする仕組みも含めた給特法の

基本的な枠組み」、すなわち教員の働き方を「勤務時間の内外を問わず包括的に評価し

て｣(６)支給されるものであって、「一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置｣

(７)、いわば水準調整としての性格が強調されている。実際、教職調整額は、期末勤勉手

当や退職手当の算出の基礎給与となり、時間外手当や休日手当の代替というよりも、給料

 

(３) 総務省「平成28年地方公務員給与実態調査結果」第５表の職種別職員の平均給与額の小・中

学校（幼稚園）教育から筆者算出 

(４) 超過勤務時間には、週休日である土・日や祝日における出勤時間も含まれ、当該日の勤務時

間当たりの休日手当の割増率は135％であることから、支払うべき超過勤務手当額はより多く

算出されるはずであるが、議論を簡易にするため、勤務日の割増率を適用して計算した 

(５) 「給特法＝定額働かせ放題？ 内田良名古屋大学准教授×斉藤ひでみ公立高教諭インタ

ビュー」『教育新聞』2018年７月18日における内田良氏の発言 

(６) 中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための

学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」（2019年１月25日）には、

繰り返しこのことが述べられている 

  https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/03/08/1412993_1_

1.pdf 

(７) 前掲注(６) 中央教育審議会答申46－47頁 
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の一部として作用する「俸給の調整額」「給料の調整額」の性格に近い(８)。教職調整額

はこの観点からも、一般行政職員の給与との水準調整・優遇措置の一環として支給されて

いるという性格を加味して論じられるべきである。 

 そうすると今次改正給特法、とりわけ教職調整額を批評する観点としては、時間外労

働・休日労働の不払いや労働時間規制の在り方の問題もあるが(９)、教職調整額をはじめ

とする給与水準調整の仕組みが、教員の働き方から見て、一般行政職員の給与との水準調

整・優遇措置という機能を本当に果たしているのかということもあわせて検証しなければ

ならない。 

 本稿の問題意識はここにある。 

 

 

 1. 教職調整額をはじめとする給与上の教員優遇措置の経緯 

 

 教員給与の水準調整・優遇措置の仕組みは次の２つで、一つは給特法上の教職調整額で

あり、もう一つは、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材

確保に関する特別措置法における措置である。これらの教員給与上の優遇措置は、どのよ

うな経緯を経て制度化されてきたのだろうか。まずはこの点から触れていくこととする。 

 

(１) 戦後の教員給与と超勤問題 

   戦後の公務員の給与制度改革（1948年）により、教員の勤務時間は測定困難である

ことを理由として、教員に対しては時間外勤務手当を支給しないこととする一方、教

員給与は一般の公務員より１割程度有利に切り替えられていた(10)。 

 

(８) 「俸給の調整額」とは、国では、一般職の職員の給与に関する法律10条に定められ、現行給

与制度上、他の一般職員との給与水準調整として、俸給の一部に位置づけられている。した

がって、期末勤勉手当や退職手当の基礎となる。地方公務員の場合は、俸給ではなく給料の調

整額と表現される 

(９) 労働時間規制の観点から改正給特法等を批判的に論じたものとして、さしあたり、高橋哲

「教職員の『多忙化』をめぐる法的問題」『法学セミナー』（773）2019・６、18頁以下、萬

井隆令「中教審『答申』をどう読むか」『法学セミナー』（773）2019・６、53頁以下、早津

裕貴「公立学校教員の労働時間規制に関する検討」『季刊労働法』（266）2019年秋季54頁以

下を参照 

(10) 市町村立小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令（昭

和23年政令28号） 
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   しかしながら、毎年の給与改定の結果、教員給与の優位性が失われた上に、当時の

文部省からの超過勤務を命じないとの指示にもかかわらず、超過勤務が行われている

実態が多くなり、1960年代後半には多くの都道府県で時間外勤務手当の支給を求める

訴訟が提起され、いわゆる「超勤問題」として社会・政治問題となった(11)。 

   このような状況を踏まえ、文部省は教育界の混乱を収拾するとともに、教員の勤務

状況を把握するため、1966年度に１年間をかけて全国的な「勤務状況調査」を実施し

た。 

   同状況調査結果では、超過勤務時間（１週間平均）は小学校で１時間20分、中学校

で２時間30分、平均１時間48分と算出し、１週間平均の超過勤務時間が年間44週（年

間52週から、夏休み４週、年末年始２週、学年末始２週の計８週を除外）にわたって

行われた場合の超過勤務手当に要する金額が、超過勤務手当算定の基礎となる給与に

対し約４％相当であるとした。 

 

(２) 給特法の成立過程 

   教員の勤務状況調査の結果を踏まえ、1968年４月、義務教育諸学校の教員に対して、

その勤務の態様の特殊性に鑑み、当分の間、俸給の月額の４％に相当する教職特別手

当を支給することなどを内容とする「教育公務員特例法の一部を改正する法律案」が

閣議決定され、国会に提出されたが、結局廃案となった。 

   1971年２月、人事院は「義務教育諸学校等の教員に対する教職調整額の支給等に関

する法律の制定についての意見の申し出」を行い、義務教育諸学校等の教員について、

その職務と勤務態様の特殊性に基づき、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超

過勤務手当を支給しないこととすることを提言した。人事院の申し出を踏まえ、政府

は、「給特法」案を国会に提出し、同法は同年５月に可決・制定し、1972年１月より

施行した。 

   給特法は、教員が修学旅行や遠足などの学校外の教育活動、家庭訪問や学校外の自

己研修など教員個人での活動、夏休み等の長期の学校休業期間などのような、教員固

 

(11) 時間外勤務手当請求上告事件・最三小判昭47・12・26『判例時報』（691）1973・３・１、

３頁は、被上告人ら公立学校の教職員に対しても労働基準法37条は適用されるとし、静岡市立

学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員も時間外勤務手当請求権

を有するとした。同事件一審判決（静岡地判昭41・１・29）、二審判決（東京高判昭45・11・

27）とも、時間外勤務手当請求権を認容している 
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有の勤務態様により、一般行政職と同じような勤務時間管理はなじまないとしたうえ

で、このような教員の勤務態様の特殊性を踏まえ、教員については、勤務時間の内外

を問わず包括的に評価した処遇として給料月額の４％に相当する教職調整額を支給す

るとした。また教職調整額の性格を本給と見なして、本給を基礎とする諸手当（期

末・勤勉手当、地域手当、特地勤務手当、退職手当等）および公務災害補償の算定の

基礎となるとした。 

   そのうえで、教員については原則として時間外勤務を命じないこととし、命ずる場

合も、(１)生徒の実習に関する業務、(２)学校行事に関する業務、(３)教職員会議に

関する業務、(４)非常災害等のやむを得ない場合の業務の４項目に限定（いわゆる超

勤４項目）した。 

 

(３) 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する

特別措置法の成立過程 

   高度成長期を通じて、給与水準の官民格差が拡大し、とりわけ教員に関しては志望

者が減少するという事態が生じた。 

   1971年６月11日の中央教育審議会答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備

のための基本的施策について」（答申）では、「初等・中等教育の教員の初任給は、

大学卒業者の職業選択の動向に関する現状分析の結果によれば、教職への人材誘致の

見地から、一般公務員に対して30～40％程度高いものとする必要がある」と提言した(12)。 

   1972年７月には、自民党文教制度調査会、文教部会が「教員の養成・再教育ならび

に身分・待遇について抜本的改革を断行し、今後行われるあらゆる教育改革の出発点

としたい」と提言、その後、給与改善原資をめぐり自民党文教族、文部省、大蔵省、

自治省、労働省、総理府、人事院ならびに日教組を巻き込んでの議論が展開され、一

時はデッドロック状態になったものの、1973年２月に「学校教育の水準の維持向上の

ための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法（以下、「人確法」

という）」が国会に提出され、参議院による修正を経て、1974年２月22日に衆議院に

おいて可決・成立した。 

 

(12) 中央教育審議会「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について

（答申）」（昭和46年６月11日）

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_chukyo_i

ndex/toushin/1309492.htm 2020年１月22日閲覧 
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   人確法は第１条に、「義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定め

ることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資する」

ことを目的とすると定め、第３条で「義務教育諸学校の教育職員の給与については、

一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない」と

した。また、附則第２項で、「国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置につ

いて、財政上、計画的にその実現に努めるものとする」とし、３次にわたる計画的改

善（1973～1978年度）が実施され、教員の給与が基本給で12％、諸手当を含めれば一

気に約25％引き上げられた(13)。 

   給与制度上においては、人確法の趣旨を実現するため、1974年３月18日、人事院が

いわゆる第１次改善勧告を行い、次いで1975年３月17日の第２次改善勧告において、

義務教育等教員特別手当の新設を勧告、一般職の職員の給与に関する法律において、

同手当を新設した。また各都道府県の給与条例でも義務教育等教員特別手当の支給を

定めた。 

   義務教育等教員特別手当の性格については、人事院の解説書は次のように記してい

る。「俸給表の改善により（人材を確保する ― 引用者）措置するには他との均衡上

おのずからの限度があり、その限度を超える部分についてはこの特別手当により措置

することとするのが適当」「その意味からすれば、この特別手当は、人材確保法の趣

旨に沿って義務教育諸学校の教育職員の給与水準を調整することを一義的なねらいと

する手当として設けられたものである」「実際上の問題としてみれば（中略）各種の

校務の分担その他教育に付随する業務に従事しているという実態をも勘案し、一面で

は、それに対する給与上の配慮としての意味合いを含んでのこと｣(14)ということであ

る。 

   ただし、義務教育等教員特別手当は教職調整額と異なり、期末・勤勉手当等の基礎

の本給とはみなされない定額の手当である。金額は、制度創設時は俸給月額の４％水

準相当額として定められ、1976年の教員給与の第３次改善勧告時には俸給月額の６％

相当額に改められた。 

 

(13) 人確法の成立過程については、丸山和昭「「人材確保法」の成立過程 ― 政治主導による専

門職化の視点から ― 」『東北大学大学院教育学研究科研究年報』56(１)、2007年、123頁以

下が詳しい。また尾崎朝夷・清水秀雄・森園幸男『公務員給与法精義（第三次改訂版）』学陽

書房、1998年にも、人事院の視点から経緯について触れられている 

(14) 尾崎朝夷・清水秀雄・森園幸男『公務員給与法精義（第三次改訂版）』学陽書房、1998年、

617－618頁 
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 2. 目減りする一般行政職との給与水準差の経過 

 

 先にも記したように、1972年には、本給を基礎とする手当等（期末・勤勉手当、地域手

当、へき地手当、退職手当等）に反映される教職調整額が制度化され、さらに1974年の人

確法制定によって、教員の給与が基本給で12％、諸手当を含めれば一気に約25％引き上げ

られ、一般行政職と比較して、給与水準は優遇されるものとなった。 

 だが、いまもこの水準調整・優遇措置は、維持されているのだろうか。 

 先に結論を述べれば、答えは「ノン」だ。 

 水準調整・優遇措置が解消してしまったなかで、時間外労働・休日労働が不払いになっ

ていることが、問題なのである。 

 以下、この経過を、地方公務員給与実態調査から作成した表１の「都道府県の一般行政

職・小中学校教員における月例給・年収額の推移（学歴計・男女計）」に沿って、検証し

ていく。 

 

(１) 月例給与水準・年収水準 

   1973年から1978年度の間、人確法に基づき教員給与の計画的改善が実施された。 

   人事院から教員給与の第３次改善勧告が行われた1976年には顕著な改善効果がみら

れ、都道府県の一般行政職の月例給与（Ａ）が179,846円であるのに対し、都道府県

費負担の小中学校教育職の月例給与（Ｂ）は212,241円で、一般行政職の月例給（Ａ）

を100とすると、都道府県費負担の義務教育教諭の月例給（Ｂ）／（Ａ）＝（Ｃ）は

118となる。 

   この水準差は、教職調整額制度が始まった1972年は、（Ｃ）＝108だったので、５

年間で１割の教員月例給与の優遇調整が行われたことになる。 

   教職調整額は期末勤勉手当にも反映するので、その点の影響を確認するために年収

の水準差（Ｆ）＝都道府県費負担の義務教育教諭の年収（Ｅ）／都道府県の一般行政

職の年収（Ｄ）を求めると、1972年が（Ｆ）＝110だったのに対し1976年が（Ｆ）＝

119で、やはり年収水準差は９ポイント拡大し、1976年時点で、小中学校教員は一般

行政職員よりも約２割程度の年収の優遇措置が取られていたことになる。 

   この水準差は、３次にわたる計画的改善（1973～1978年度）が終了する1978年段階

では、月例給、年収とも115に落ち着く。  
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   しかしながら、都道府県の一般行政職と義務教育教員の給与の水準差は、その後、

一貫して縮小する。1990年には、給与月額の水準差（Ｃ）が102、年収の水準差（Ｆ）

が103となり、月例給、年収ともに教職調整額の４％水準を下回る。 

   2005年までは小中学校教員の平均年齢が急ピッチで上昇してきた影響を受け、2005

年には、給与月額の水準差は（Ｃ）＝104、年収の水準差が（Ｆ）＝105に拡大するも

のの、その後は一転して縮小し、2018年には、平均年齢がほぼ一致しているにもかか

わらず、月例給の水準差（Ｃ）が101、年収の水準差（Ｆ）が103と、教職調整額によ

る４％優遇さえも下回ってしまった。 

   なぜ、このように水準差は縮小してきたのか。 

   2000年代に入ってから、教員給与の引き下げ圧力が強まる。 

   簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（行革推進法）

（2006年５月成立）では、「政府は、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸

学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法（昭和四十九年法律第二号）の廃止を

含めた見直しその他公立学校の教職員の給与の在り方に関する検討を行い、平成18年

度中に結論を得て、平成20年４月を目途に必要な措置を講ずるものとする」（56条３

項）とし、同年７月７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方

針2006」でも、「人材確保法に基づく優遇措置を縮減するとともに、メリハリを付け

た教員給与体系を検討する。その結果を退職手当等にも反映させる」とした。これに

先立ち、文部科学省・財務省は、2006年（平成18年）６月、自民党歳出改革ＰＴに対

して、義務教育費国庫負担金のうち、人確法優遇分約430億円を減額する旨の資料を

提出した（当時、教員給与が一般行政職を上回る割合を2.76％と計算していた）。 

   教員給与の見直しは、2008年度から開始し、2013年度までに月例給については調整

が終了（義務教育費国庫負担金は約210億円縮減）した。この中で教員の給料月額そ

のものも抑制されたほか、義務教育等教員特別手当も支給水準が引き下げられてきた

のである。 

   このような引き下げ策により、教員給与の優遇性は解消していく。 

   以下で、主要な給与項目ごとに推移を確認していきたい。 

 

(２) 給料月額のラスパイレス比較 ― 給料表構造の問題 ― 

   まず、給料月額における小中学校教員と一般行政職員の水準差の推移について確認

する。 
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   地方公務員の給与実態は、総務省が、毎年４月１日現在における給与実態調査を実

施している。同調査は５年に一度を統計法に基づく指定統計調査とし、より詳細な調

査を実施している。表２は、同指定統計年にあたっていて、かつ、計画的改善が終了

する1978年と、直近の指定統計年である2018年における地方公務員給与実態調査(15)

から作成したものである。 

   分析対象とした表は、1978年・2018年とも、「第２表の１ 団体区分別、職種別、

学歴別、男女別、経験年数別職員数及び平均給料月額」における「都道府県 一般行

政職（男女計）」と「都道府県 小・中学校教育職（男女計）」である。 

   一般行政職と小中学校教育職の給料月額の水準差の分析にあたっては、ラスパイレ

ス比較の手法を援用した。すなわち職員構成を経験年数別に区分し、都道府県の小中

学校教員の職員構成が、都道府県の一般行政職の職員構成と同一と仮定して算出する

もので、都道府県の小中学校教員の仮定給料総額（都道府県の小中学校教員の経験年

数別の平均給料月額に都道府県一般行政職員の職員数を乗じて得た総和）を都道府県

一般行政職員の実給料月額給総額で除して得る加重平均として算出した。 

   都道府県職員のデータを用いるのは、小中学校教員の多くが都道府県費負担の職員

であるためである。 

   上記の手法により求められる小中学校教員と一般行政職員の給料月額の水準差は、

計画的改善が終了する1978年時点において、都道府県一般行政職員の給料月額（学歴

計・男女計）を100とすると、都道府県小中学校教員の給料月額（学歴計・男女計）

は120.1で、給料月額だけで、この時点で約20ポイントの水準差が設けられたことが

わかる。 

   ところが2018年になると、指数は、113.5となり、1948年当時の水準差に縮小して

しまう。 

   水準差が縮小した背景には、1990年以降の給与制度改革の影響が作用している。 

   たとえば、1991年には、昇格制度の改善がなされ、昇格時の給料の引き上げ額が高

まった結果、昇格機会の多い行政職給料表適用者には有利に、少ない級しか持たない

教育職給料表適用者には不利なものと作用することとなった。2018年給与実態調査で、 

 

(15) 自治省行政局公務員部給与課編「昭和53年地方公務員給与の実態 ― 昭和53年４月１日地方

公務員給与実態調査結果 ― 」ならびに総務省自治行政局公務員部給与能率推進室「平成30年

地方公務員給与の実態 ― 昭和53年４月１日地方公務員給与実態調査結果 ― 」。いずれも一

般財団法人地方財務協会発行 
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  経験年数15年以上25年未満で最も縮小幅が大きいのはこのためである。 

 

(３) 教職調整額 

   教職調整額制度が施行したのは1971年である。 

   当時の教職調整額は2,974円と推定（給料月額×0.04％で計算）される。これに対

し、一般行政職の時間外手当額は5,079円で、教職調整額は一般行政職の時間外手当

の58.5％の水準にしか過ぎず、この時点ですでに見劣りしている（表３参照）。 

   1976年には85.5％水準まで接近するものの、その後一貫して今日まで、教職調整額

と一般行政職の時間外手当額との差は拡大し、直近の調査（2018年）では、43.9％の

水準まで落ち込んでいる。 

   総務省の「地方公務員の時間外勤務に関する実態調査結果｣(16)によると、2015年の

都道府県、政令指定都市、県庁所在市（政令指定都市を除く。東京都にあっては新宿

区）の知事部局・市区長部局の一般職に属する常勤正規職員の月平均の時間外勤務時

間数は、全体で13.2時間（都道府県12.5時間、政令指定都市14.5時間、県庁所在市

13.3時間）で、教員における過労死レベルの時間外労働に比べれば、圧倒的に少ない。 

   また、不払い労働の有無を措くとして、一般行政職への時間外手当の支給額は給料

月額の最低でも６％、最高で10％の金額に該当する（表１参照）。 

   すなわち、教職調整額の算出を４％で固定してきたことが、一般行政職との間で、

むしろ「低遇」するという結果となってきたといえるのである。 

 

  表３ 推定教職調整額／時間外手当 

 
1971年 1972年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1985年 

58.5 62.4 85.5 77.3 72.8 70.0 69.6 64.2 
 

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018年 

58.2 55.7 50.8 54.0 47.6 42.9 42.0 45.3 43.9 

  出典) 表１の当該箇所から再計算 

 

  

 

(16) 総務省「地方公務員の時間外勤務に関する実態調査結果」（2017年３月29日公表）

https://www.soumu.go.jp/main_content/000475661.pdf 2020年２月７日閲覧 
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(４) 義務教育等教員特別手当の経過 

   1975年３月17日の第２次改善勧告において新設された義務教育等教員特別手当も、

今日に至る経過の中で、支給水準が下落している。 

   1976年の教員給与の第３次改善勧告で、同手当は俸給月額の６％相当額とされ、し

ばらくそのまま推移してきたが、先に見た通り、2008年度から始まった教員給与の見

直しにより、義務教育等教員特別手当も支給水準が引き下げられてきた。表１で示し

ているように、2005年に平均で14,686円支給されていた義務教育等教員特別手当は、

2010年には8,522円となり、2015年には5,619円へと３分の１まで縮小している。 

 

 

 おわりに 

 

 義務教育教員の給与水準は、1970年代中葉までは、人確法が制定されるなどにより、そ

れなりに処遇は改善されていたが、1990年代の昇格制度改善のメリットは給料表の構造か

らうけられず、また2008年以降の教員給与の見直し策により、一般行政職員の給与との比

較において、月例給・年収とも、その優遇性は解消している。 

 したがって、「教員給与は一般行政職員よりも優遇されている」との主張に根拠はない。 

 教員の働き方改革で問題にすべきは、長時間労働の規制だけでなく、ましてや時間外手

当等を不払いにしている給特法の見直しばかりでなく、より全般的な教員の働き方に応じ

た処遇の在り方そのものである。 

 いまや教員は成り手不足の状況に陥っている。 

 たとえば公立小学校教員の2019年度採用試験の倍率は全国で2.8倍（前年度比0.4ポイン

ト減）で、1991年度と並んで過去最低だった(17)。組織で人材の質を維持するのに必要と

される倍率は３倍とされ「危険水域」を割った。 

 都道府県・政令指定都市別でみると、最低は新潟県の1.2倍だった。 

 教員採用試験の倍率は中学校が5.7倍（前年度比1.1ポイント減）、高等学校は6.9倍

（同0.8ポイント減）だった。 

 競争率の低下の背景には、団塊の世代の大量退職に伴う採用者増に受験者数が追いつい

 

(17) 文部科学省総合教育政策局教育人材政策課「令和元年度教師の採用等の改善に係る取組事例」

（令和元年11月） 
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ていないことが全国的な課題として指摘されているが、さらに苛酷な教員の働き方につい

ての認識が広まったことや、上述の通り、処遇面でもその優位性が弱まったことにも原因

がある。 

 そうだとすれば、1970年代中葉の精神に立ち返り、時間外労働のうわべ上の縮減だけで

なく、給与水準の引き上げを伴う優遇措置を講ずる必要があるのではないだろうか。 

（かんばやし ようじ 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

 

 

キーワード：教職調整額／給特法／ 

      定額働かせ放題／人材確保法

 

 

※ 本稿脱稿後、内田良・広田照幸・高橋哲・嶋﨑量・斉藤ひでみ著『迷走する教育の働

き方改革～変形労働時間制を考える』（岩波ブックレット、2020年３月）が発刊された。

当書では勤務時間管理の観点から給特法の問題点が指摘され、一年単位の変形労働時間

制がもたらす危険性について触れられている。あわせて御参照されたい。 
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